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２ 出席停止の取扱い等 

 

 (1) 出席停止の取扱い・登校の判断 

   児童・生徒の感染が判明した場合，児童・生徒が感染者の濃厚接触者に特定さ

れた場合など，下記のような状況が発生したときは，校長は，当該児童・生徒に

対し，学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 19 条に基づく出席停止や

「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した

場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日」として取り扱うなど，適切

な措置を講じる。 

児童・生徒の状況，取扱い 方法 出席停止の期間 使用書類 

児童・生徒の感染が判明した場合 

【学校保健安全法】 

保護者記入書類の提

出 

保健所（保健所

による指示が無

い場合は医師）

から自宅待機を

指示された期間 

別添様式２ 

「新型コロナウイ

ルス感染症に係る

欠席届」 

児童・生徒が感染者の濃厚接触者に特

定された場合 

【学校保健安全法】 

保護者記入書類の提

出 

最後に濃厚接触

をした日の翌日

から起算して原

則５日間 

 

 

 

日常的に医療的ケアが必要な児童・生

徒で重症化するリスクが高い場合

【校長が出席しなくてもよいと認めた日】 

保護者記入書類の提

出（病院名等を記入） 

主治医等が登校

すべきでないと

判断した期間 

基礎疾患等のある児童・生徒で重症化

するリスクが高い場合 

【校長が出席しなくてもよいと認めた日】 

保護者記入書類の提

出（病院名等を記入） 

主治医等が登校

すべきでないと

判断した期間 

発熱・倦怠感・呼吸困難等がある場合 

【学校保健安全法】 

保護者記入書類の提

出（症状の程度や周

囲の流行状況に応じ

て，かかりつけ医と

相談） 

解熱し，風邪の

症状がみられな

くなるまで 家族・同居者に発熱等の風邪の症状が

みられる場合 

【学校保健安全法】 

感染症の予防上，保護者が児童・生徒

等を出席させなかった場合 

【校長が出席しなくてもよいと認めた日】 

保護者に連絡し，事

情等を聞き取り 

保護者と相談し

個別に判断 

様式なし 

※聞き取った内容

メモ等を保管 

児童・生徒が海外から帰国した場合

（国や地域を問わず） 

【学校保健安全法】 

保護者記入書類の提

出（入国日が確認で

きる書類を添付） 

最新の「水際対

策強化に係る新

たな措置（厚生

労働省）」により

定める期間 

別添様式２ 

「新型コロナウイ

ルス感染症に係る

欠席届」 

 ※「出席停止の期間」について，保健所や検疫所等から自宅待機に係る指示がある

場合は，原則としてその期間とする。 
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７日間が経過するまでは健康状態の確認や感染リスクの高い行動の自粛を促す。 
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第３章 臨時休業（感染者が判明した場合等の対応） 

 

１ 感染者が判明した場合 

  ア 校長は，児童・生徒や教職員の感染が判明した場合，保健所からの指示に基

づき，出席停止や出勤させない扱いとする。 

  イ 校長は，速やかに，学務課及び指導室に報告する。 

  ウ 校長及び教育委員会（学務課・指導室）は，国マニュアルや「学校で児童生

徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラ

イン（令和４年８月改定版）」等に沿って対応する。 

    なお，上記国のガイドラインでは，緊急事態宣言対象地域等に指定された状

況下において，学校で児童・生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確

認された場合に，学校における濃厚接触者の候補者の特定や臨時休業の判断に

当たっての考え方が示されており，この考え方に沿って対応する。 

 

【国のガイドライン（抜粋）】 
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【令和４年７月２２日付東京都福祉保健局感染症対策部長事務連絡（抜粋）】 
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※中学校も上記（４）に含む。 

校長は，原則，学校内における濃厚接触者の候補者の特定を行わず，上記事

務連絡に沿って，陽性者と接触があったと考えられる者に対する感染リスクの

高い行動の自粛や，感染対策を行わずに飲食を共にした者に対する外出自粛な

どを要請する。ただし，陽性者が５名以上発生しているなど，必要に応じ保健

所等の判断により積極的疫学調査を実施する場合には，その判断に従う。 

教育委員会は，学級閉鎖等の実施に当たっては，上記国のガイドラインに基

づき，学校長との相談の下，感染が広がっている可能性が高い場合に決定する。 

 

２ 保護者等への周知・市民への公表 

 (1) 周知・公表の考え方 

   学校・教育委員会は，児童・生徒等の感染が判明した場合や臨時休業（学級閉

鎖等）を実施する場合は，保護者への周知及び市民への公表を次のとおり行う。    

 (2) 保護者等への周知 

   学校は，同時に複数の児童・生徒等の感染が判明し学校内における感染が拡大

するおそれがある場合や，感染が広がっている可能性が高く臨時休業を実施する

場合には，プライバシーに配慮した上で，保護者に対して，学校安全安心メール

の活用により，感染者発生状況及び学校の対応を周知する。 

 (3) 市民への公表 

   教育委員会は，児童・生徒における日々の新規感染者数のほか，臨時休業を実

施する場合には，市ホームページで公表する。 

   公表に当たっては，感染者に対する偏見や差別が発生しないようプライバシー

の確保を最優先し，原則として学校名・学年・性別・氏名は非公開とする。 

 

３ 校内の消毒 

  学校・教育委員会は，保健所，学校医等の指示に従い，校内に保管してある消毒

用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを使用し，当該児童・生徒や教職員の行動範

囲等を考慮して，校内の消毒を行うほか，必要な措置を講じる。 

  また，物の表面についたウイルスの生存期間を考慮し，24～72 時間程度，立ち

入り禁止とするなどの処置も検討する。 

   【消毒液】 

    保健用・給食用の次亜塩素酸ナトリウム等を使用する。 

 

４ 都内感染者の発生状況を踏まえた措置 

  教育委員会は，必要に応じて，特定の地域におけるクラスターの発生状況や都内

の患者の発生状況等を踏まえ，保健所と十分相談の上，一部又は全ての学校におけ

る休業措置についても検討する。 


